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議案第９１号 

小田原市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、市が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する

法律（昭和２５年法律第１６９号。以下「法」という。）の適用を受けて行う農地及

び農業用施設の災害復旧事業その他これらに付随して行う災害復旧事業（以下この条

及び次条において「災害復旧事業」という。）に要する経費に充てるため、災害復旧

事業により特に利益を受ける者から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４

条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （分担金の徴収） 

第２条 市は、災害復旧事業に要する経費に充てるため、当該災害復旧事業の対象とな

る農地の所有者若しくは使用収益権に基づき当該農地を耕作する者又は農業用施設の

所有者であって、市に当該災害復旧事業の実施に係る申請を行ったものから分担金を

徴収する。 

 （分担金の額） 

第３条 分担金の額は、別表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の右欄に定める額

とする。 

（分担金の納期限） 

第４条 分担金を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その

通知の日から起算して３０日を経過した日とする。 

（延滞金） 

第５条 分担金を納期限までに納付しない者に対しては、小田原市諸収入金に対する延

滞金徴収条例（昭和３８年小田原市条例第３５号）の定めるところにより延滞金を徴

収する。 

（分担金の減免） 

第６条 市長は、天災その他特別の事情がある場合は、分担金を減額し、又は免除する

ことができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
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この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

事業 分担金の額 

法の適用を受けて行う農地及び農

業用施設の災害復旧事業（以下

「法適用事業」という。）であっ

て当該法適用事業に要する費用

（以下「復旧費用」という。）の

額が１，０００万円を超えるもの 

復旧費用の額に１００分の５を乗じて得た額に

６０万円を加算した額又は復旧費用の額から法

適用事業に係る補助金に相当する額を差し引い

て得た額のいずれか少ない額 

法適用事業であって復旧費用の額

が１，０００万円以下のもの 

復旧費用の額に１００分の１０を乗じて得た額

に１０万円を加算した額又は復旧費用の額から

法適用事業に係る補助金に相当する額を差し引

いて得た額のいずれか少ない額 

法適用事業に付随して行う災害復

旧事業 

当該事業に要する費用の額に１００分の１０を

乗じて得た額 

 備考 この表に定めるところにより計算して得た額に１００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

 

令和 ３ 年１１月２６日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦 

 

（理由） 

 市が災害による被害を受けた農地及び農業用施設の災害復旧事業を実施するに当たり、

復旧費用の一部をその所有者等から分担金として徴収するため提案するものであります。 
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議案第９２号 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成２年小田原市条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第

６号の次に次の１号を加える。 

(7) 災害応急対策派遣手当 

第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条を第８条とし、同条の次に次の１条を加

える。 

（災害応急対策派遣手当） 

第９条 災害応急対策派遣手当は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２ 

条第１号に規定する災害が発生した本市の区域以外の地域（南足柄市並びに足柄上郡 

中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町の区域を除く。）に派遣され、災害応急 

対策のための業務に従事した消防吏員（当該地域を管轄する他の地方公共団体に派遣 

され、当該地方公共団体から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者を 

除く。）に支給する。 

２ 災害応急対策派遣手当の額は、日額１，６８０円とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和 ３ 年１１月２６日提出 

 

             小田原市長 守 屋 輝 彦        

 

（理由） 

災害が発生した本市の区域以外の地域に派遣され、災害応急対策のための業務に従事

する消防吏員に対して災害応急対策派遣手当を支給するため提案するものであります。 
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議案第９３号 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

小田原市手数料条例（平成１２年小田原市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第１項中「及び承認」を「、承認及び許可」に改め、同項第１号中「第３ 

項」を「第４項」に改め、同号ア中「及びウ」及び「を当該建築物について同時に申請

する住戸の数で除して得た額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨 

てた額）」を削り、同号ア(ｴ)中「３０戸」を「２５戸」に改め、同号ア(ｵ)中「３１ 

戸」を「２６戸」に改め、同号イ中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第

１項各号（第３号を除く。）に掲げる基準に適合する」を「長期使用構造等（長期優良

住宅の普及の促進に関する法律第２条第４項に規定する長期使用構造等をいう。以下こ

の項において同じ。）である」に、「登録住宅性能評価機関（住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機

関をいう。以下同じ。）による審査を受けた」を「住宅の品質確保の促進等に関する法 

律（平成１１年法律第８１号）第６条の２第１項の規定による確認を受けた住宅に係 

る」に改め、「を当該建築物について同時に申請する住戸の数で除して得た額（その額

に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）」を削り、同号イ (ｱ)中 

「６，０００円」を「８，０００円」に改め、同号イ(ｲ)中「１２，０００円」を 

「１５，０００円」に改め、同号イ(ｳ)中「２１，０００円」を「２６，０００円」に

改め、同号イ(ｴ)中「３０戸」を「２５戸」に、「３１，０００円」を「４１，０００

円」に改め、同号イ ( ｵ )中「３１戸」を「２６戸」に、「５８，０００円」を 

「７１，０００円」に改め、同号イ(ｶ)中「９９，０００円」を「１２０，０００円」に 

改め、同号イ(ｷ)中「１６０，０００円」を「１９０，０００円」に改め、同号イ(ｸ)中 

「２００，０００円」を「２４０，０００円」に改め、同号イ(ｹ)中「２１０，０００ 

円」を「２６０，０００円」に改め、同号ウを削り、同項第２号中「第３項」を「第５

項」に改め、同号ア中「を当該建築物について同時に申請する住戸の数で除して得た額 

（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）」を削り、同号ア 

(ｴ)中「３０戸」を「２５戸」に改め、同号ア(ｵ)中「３１戸」を「２６戸」に改め、同

号イ中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項各号（第３号を除く。）

に掲げる基準に適合する」を「長期使用構造等である」に、「登録住宅性能評価機関に

よる審査を受けた」を「住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第１項の規定
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による確認を受けた住宅に係る」に改め、「を当該建築物について同時に申請する住戸

の数で除して得た額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）」を削り、同号イ(ｱ)中「９，１００円」を「１２，０００円」に改め、同号イ(ｲ)

中「１８，０００円」を「２３，０００円」に改め、同号イ(ｳ)中「３２，０００円」

を 「 ４ ０， ０ ００円 」 に 改め 、 同号イ (ｴ)中 「 ３０ 戸 」を 「 ２ ５戸 」 に 、 

「４６，０００円」を「６１，０００円」に改め、同号イ(ｵ)中「３１戸」を「２６

戸」に、「８７，０００円」を「１１０，０００円」に改め、同号イ ( ｶ )中 

「１５０，０００円」を「１７０，０００円」に改め、同号イ(ｷ)中「２５０，０００

円」を「２９０，０００円」に改め、同号イ ( ｸ )中「３００，０００円」を 

「３６０，０００円」に改め、同号イ(ｹ)中「３２０，０００円」を「４００，０００ 

円」に改め、同項第３号中「第９条第１項」の次に「及び第３項」を加え、「同法第８

条第２項において準用する同法第６条第１項各号に掲げる基準に適合する」を「長期使

用構造等である」に、「登録住宅性能評価機関の審査を受けた」を「住宅の品質確保の

促進等に関する法律第６条の２第１項の規定による確認を受けた住宅に係る」に、「第

１号イ」を「、第１号イ」に改め、「、設計住宅性能評価書が添付された長期優良住宅

建築等計画にあっては第１号ウ」及び「を当該建築物について既に同法第６条第１項の 

認定（同法第８条第１項の変更の認定を含む。第６号において「計画の認定」とい 

う。）を受けている住戸の数で除して得た額（その額に１０円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）」を削り、同項第４号中「第３項」を「第５項」に、「当該建築

物について同時に申請する住戸の数で除して得た額を加えた額（その額に１０円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）」を「加えた額」に改め、同項第５号中「第

９条第１項」の次に「又は第３項」を加え、同項第６号中「計画の認定を」を「同法第

６条第１項の認定（同法第５条第５項の規定による認定の申請に基づくものを除き、同

法第８条第１項の変更の認定（同法第９条第１項の規定による同法第８条第１項の変更

の認定を含む。）を含む。）を」に、「計画の認定に」を「当該認定に」に改め、同号

の次に次の１号を加える。 

(7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８条第１項の規定に基づく容積率に

関する特例の許可の申請に対する審査 １件につき１６０，０００円 

第２０条第１項第２号中「登録住宅性能評価機関」を「住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関」に改める。 
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附 則 

この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

 

令和 ３ 年１１月２６日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦 

 

（理由） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等が一部改正され、所管行政庁と登録住宅性

能評価機関との間の長期優良住宅に係る審査体制の合理化が図られること等に伴い、本

市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料について所要の

措置を講ずるため提案するものであります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

事  件  議  案 
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議案第９４号 

   第６次小田原市総合計画基本構想の策定等について 

 第６次小田原市総合計画基本構想を次のとおり策定し、令和４年４月１日から適用す

るとともに、これに併せて第５次小田原市総合計画基本構想に係る計画期間を変更し、

同年３月３１日までとするため、小田原市議会の議決すべき事件に関する条例（令和２

年小田原市条例第２６号）本則第１号の規定により、議会の議決を求める。  

 

  令和 ３ 年１１月２６日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦 
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第６次小田原市総合計画基本構想 

 

基本構想 

基本構想は、小田原市におけるまちづくりの基本的な理念を掲げ、小田原市が目指す

２０３０年の姿を描いたものであり、将来都市像を実現するために必要なまちづくりの

目標を示しています。目標年度は、９年後の令和１２年度（２０３０年度）とします。 

１ まちづくりの理念と２０３０年に目指すまちの姿 

小田原には、森里川海が「ひとつらなり」となった豊かな自然環境、長い歴史の中

で先人より継承されてきた文化・伝統産業、都心からほど良い距離という立地、鉄道

や高速道路などの交通インフラ、そして、我が国でも特筆すべきレベルに成長した市

民力や地域力といった人の力があります。  

歴史の中で形成されてきた他都市が真似できない小田原の地域資源は、私たちの誇

りや暮らしの拠り所となります。そして、未来に向かって発展していく礎として、そ

の価値を継承し、進化させていくことが、今を生きる私たちの使命です。  

こうした多様な地域資源を生かしながら、近年目まぐるしく変化する社会情勢に対

応し、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民や地域の多様な主

体が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがいを地域とともに作っていくことのでき

る社会の実現を図っていきます。 

人、地域、時代をつなぐまちづくりの視点を大切にしながら、２０５０年の脱炭素

社会の実現を見据え、次世代に責任を持てる持続可能なまちを築くため、２０３０年

に目指す小田原の姿、将来都市像を次のとおり掲げます。  

「世界が憧れるまち“小田原”」 

「世界が憧れるまち“小田原”」を実現するためには、小田原の地で培われてきた

市民力や地域力を生かした課題解決の取組を進化させつつ、新たな考え方や技術を積

極的に取り入れ、これまでにない価値を生み出すことや、公民連携の手段等により、

市民生活の質を向上させることは欠かせません。  

また、高い防災力と教育水準、地域医療と福祉の充実を図りながら、地域内外を重

層的に人や物が好循環する環境を作り、小田原を中心とした県西地域の経済を活性化

させていくことも求められます。 

そこで、これからのまちづくりにおいては、小田原の「豊かな環境の継承」を土台
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に、「生活の質の向上」と「地域経済の好循環」を具現化することを目標に掲げ、社

会の変化に対応した取組を的確かつ迅速に推進することで、小田原に人や企業を呼び

込み、人口２０万人規模の都市を目指していきます。 

そして、ポストコロナ社会を視野に入れながら、小田原の魅力を最大限に磨き上げ、

全ての市民が、このまちに住んで良かった、住み続けたいと感じる、郷土愛と誇りの

持てる小田原を形成し、その魅力の発信を通じて、国内外の人たちが行ってみたい、

住んでみたいと憧れる「世界が憧れるまち“小田原”」の実現につなげていきます。  

２ まちづくりの目標 

将来都市像の実現に向け、ＳＤＧｓの視点も踏まえつつ、「まちづくりの理念」に

掲げた３つの目標を、「まちづくりの目標」として定めます。  

 (1) 生活の質の向上  

住み慣れた地域で、誰もがその人らしく人生の最期まで健康に暮らし続けられる

よう、福祉と地域医療を充実させるとともに、過ごしやすく快適に移動ができ、緑

や水辺が豊かでうるおいのある魅力的な都市空間を創造し、生涯にわたって幸せと

安心感を得られるまちを目指します。 

また、子育て家庭が安心して子育てができる環境を地域全体で整えるとともに、

子どもたちが伸び伸びと健やかに育ち、一人ひとりの感性や特長を伸ばせるよう、

最新技術も活用した質の高い教育環境を整え、子どもが夢や希望を持って成長でき

るまちを目指します。 

〇２０３０年の姿 

「生涯にわたって幸せと安心感を得られるまち」 

・高度な医療とともに、２４時間３６５日安心して医療を受けることができる。 

・誰もが自分らしく生き、誰一人取り残されない、安心した暮らしを送ることが

できるケア力の高いコミュニティが形成されている。  

・デジタル技術を活用した健康管理や、正しい知識による健康行動（食・運動）

により、健康寿命が延伸している。 

・小田原駅・小田原城周辺エリアは、観光や商業の場としてだけではなく、「住

む」「働く」「生活する」といった日常の機能が充実し、緑に囲まれたパブ

リックスペースや魅力的なストリートなど、居心地が良く、歩きたくなり、

人々が集いにぎわう空間が形成されている。  
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・公共交通をはじめ、地域の移動手段の維持・確保とＡＩ（人工知能）を活用し

たオンデマンド配車等の先端技術によって、誰もが気軽に家の外に出ていける

環境が整備されている。 

・地域特性を生かした主体的なまちづくりが進められ、にぎわいと地域への誇り

が生まれている。また、その魅力に共感し、その地域で暮らしたいと思う人が

住まいを見つけている。 

「子どもが夢や希望を持って成長できるまち」  

・子どもたちが楽しく学ぶことができる安全安心な学校づくりや小田原の特徴を

生かした子ども主体の教育の推進により、社会を創る力を身に付け、郷土愛を

持った人に成長している。 

・多様で特色のある質の高い幼児教育・保育が実践され、子どもたちの自発的な

活動を通して学びに向かう力や生きる力が培われている。  

・妊娠から子育てに至る切れ目のない支援を受けることができ、未来を担う子ど

もたちが、誰一人取り残されずに家庭や地域で育まれている。  

・子どもたちが、他の国や地域の文化を理解する機会を通じて自分たちが暮らす

社会を見つめなおし、国際感覚や問題意識を持って世界で活躍できる若者に成

長している。 

 (2) 地域経済の好循環  

地域内の経済循環の視点に立ち、誰もが働きやすい環境を整え、働く場としての

質を高め、地域資源を生かした小田原発の起業や事業承継の支援を進めるとともに、

交通の要衝としての優位性を生かした企業誘致や産業の創出、新たな働き方を提案

していくことで、国内外から人や企業を呼び込み、生活の場として選ばれるまちを

目指します。 

また、将来にわたり、安心して営みを継続できるよう、受け継がれてきた歴史・

文化や質の高い食資源といった地域特性を生かした取組を展開するなど、観光資源

を磨き上げることにより、四季を通してにぎわいが生まれるまちを目指します。 

〇２０３０年の姿 

「地域内の経済循環の視点に立ち、国内外から人や企業を呼び込めるまち」  

・小田原の地域特性を生かした起業や事業承継を支援する環境が整備されたこと

で、チャレンジしやすい環境が整い、小田原に魅力的な事業者が増え、にぎわ
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いを見せている。 

・工場やサテライトオフィスの進出等により、新たな働く場と雇用が生み出され、

子育てや教育環境の充実などの生活の質の向上とあいまって、若い世代を中心

に転入者が増えている。 

・豊富な地域資源や立地特性といった小田原ならではの特徴を生かしながら、柔

軟で新しい働き方（テレワーク、ワーケーション）が定着し、多様なワーク・

ライフ・バランスが実現されている。 

・域内でのモノやサービスの調達意識が高まり、これまで域外に流出していた仕

事やお金が、域内で循環する産業構造に転換し、持続可能な暮らしにつながっ

ている。 

・民間のサービスや手続について、オンライン化やＡＩの活用等のＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）が進み、人や企業が活動しやすい環境が整い、

利便性が高まっている。 

・ソーシャルビジネスの展開や民間提案制度を含む公民連携の推進により、社会

課題の解決が進んでいる。 

・多文化共生の考えが浸透し、国籍等にかかわらず地域で安心して暮らすことや

働くことができ、小田原の生活の良さが国内のコミュニティや母国に広く発信

されている。 

「四季を通してにぎわいが生まれるまち」  

・多様な地域資源を生かした「美食のまち」が定着し、農林水産物の消費拡大と

高付加価値化により、持続可能な農林水産業が営まれている。  

・スポーツ環境の整備が進み、生活の中で「する」「みる」「支える」スポーツ

の振興が図られている。加えて、スポーツと地域資源を掛け合わせることによ

り、スポーツを通じたまちづくりが進んでいる。  

・小田原城址公園や総構等の史跡は、より快適で安全に楽しめるような整備が進

んでいる。加えて、市内に点在する歴史的建造物の利活用が図られ、国内外か

ら多くの観光客が訪れ、まちににぎわいをもたらしている。  

・小田原三の丸ホールを中心に、市内各所で誰でも気軽に文化や芸術に触れるこ

とができる環境が整い、文化を通じた人と人とのつながりや、観光等の他分野

との連携によってまちが活性化している。  
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 (3) 豊かな環境の継承  

日常的に感じることができる小田原の森里川海の恵みをいつまでも享受できるよ

う、豊かな森づくりなど自然環境の保全に取り組みながら、「地域循環共生圏」を

構築することで、環境と経済を好循環させ、暮らしの土台となる自然環境と市民が

共生できるまちを目指します。 

また、２０５０年の脱炭素社会実現へのアプローチを、より強靭な社会基盤構築

に向けた好機と捉え、公民連携の推進によって、再生可能エネルギーの導入拡大や

効果的な利活用などの仕組みを形作るとともに、グリーンインフラの取組も推進し、

これらが災害時にも有効に機能することで、気候変動にも対応した持続可能なまち

を目指します。 

〇２０３０年の姿 

「自然環境と市民が共生できるまち」 

・環境課題の解決に、域内外から多くの方が関わるようになり、課題だったもの

が経済性を有する地域資源に転換し、環境保全活動の促進へとつながる循環の

仕組みが構築されている。 

・多様性に富む自然空間が利用され、子どもたちがより多くの環境フィールドで

学ぶ機会を得ている。 

「気候変動にも対応した持続可能なまち」  

・地域においてエネルギーを無駄なく利用する地域エネルギーマネジメントが進

むなど、２０５０年の脱炭素社会実現に向け、公民連携による取組が市内で着

実に進展しており、こうした取組が、地域内の経済循環にも寄与している。  

・情報伝達手段の高度化を通じて、災害時においても必要な情報が市民に届くと

ともに、災害対策本部の機能強化により、物資供給が迅速になされる体制が

整っている。また、国土強靭化地域計画のもと、一次災害に対する備えと二次

災害の発生を抑制する取組が進み、防災力の高いまちになっている。  

・防災訓練や避難行動マニュアル、防災マップなどを通じて、地域における防災

力が高まるとともに、自身のリスクを正しく認識し、災害時に自らの命を守る

ことができるようになっている。 

３ まちづくりの推進エンジン 

少子高齢化、価値観の多様化、気候変動、グローバル化等、量的にも質的にも困難



- 13 - 

さを増す課題が増えている現在、行政はプラットフォームビルダーとして、年齢、性

別、国籍、障がいの有無などにかかわらず、小田原で活躍したいと思う誰もがチャレ

ンジできる環境を整えるとともに、多様な主体の協力関係を構築し、住民生活に不可

欠なニーズを満たしていくことが求められています。 

こうした中、生活の質の向上と地域経済の好循環という両輪を、時代の流れに乗り

遅れることなく、未来を見据えて円滑に回し続けるために、民間の力を取り入れたデ

ジタル技術の活用と公民連携を積極的に展開することで、地域の課題を解決し、小田

原の持っているポテンシャルを最大限に引き出したまちづくりを進めます。  

 (1) 行政経営  

持続可能な形で市民サービスを提供し続けられる行政であるために、限られた経

営資源（人・モノ・金・情報）を効率的かつ有効に活用します。  

人材の育成については、全職員に対し意識改革を進め、市民や事業者等との確か

な信頼関係を構築するとともに、行財政運営に当たっては、歳入の確保や公民連

携・デジタル技術の活用などによる市民サービスの向上や経費削減など、着実な行

政改革に取り組みます。 

また、分かりやすい行政を目指すために、多様なツールを活用した情報発信を図

り、丁寧で確実な情報提供に努めます。そして、２０３０年に目指すまちの姿の実

現に向け、時代の変化に果敢に挑戦するチャレンジングな市政運営を目指します。  

 (2) 公民連携・若者女性活躍  

地域が抱える課題が高度化・複雑化し、行政経営資源だけで適切かつ速やかな課

題解決を図ることが難しくなりつつあります。 

こうした状況に対し、これまで培ってきた市民との協働の仕組みを前提としつつ、

柔軟な発想やアイデアを持つ若者・女性の活躍と、市場原理の中で培ってきた独自

のノウハウや各種資源を有する民間事業者との連携により、それぞれの施策におい

て地域資源を生かしたイノベーションを引き起こし、地域課題の解決を図るととも

に、質の高い公共サービスを提供していきます。 

そして、こうした取組をまちの活性化にもつなげながら、活躍したいと思う誰も

がチャレンジできるまちを目指します。 

 (3) デジタルまちづくり  

個人情報保護に万全を期した上で、電子申請や電子決裁の整備等の行政基盤の
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ＤＸと、市民の利便性の向上に資するデジタルインフラやデータ連携基盤、オープ

ンデータの整備等の両輪を、産学金官の緊密な連携やデジタル人材の確保・育成を

通じて強力に推進します。 

また、こうした取組により市民の課題や希望を理解するとともに、小田原が有す

る人や地域資源のポテンシャルに最新のデジタル技術とデータ活用を掛け合わせる

ことで、地域課題を抜本的に解決し、市民の暮らしやすさと都市としての競争力を

大きく高めます。 

そして、全ての市民がデジタル化の恩恵を受けることができる「誰一人取り残さ

ない」デジタル社会の実現を目指します。  
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議案第９５号 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 施 設 の 名 称  国府津駅自転車駐車場 

２ 指 定 管 理 者  ＣＹＣＬＥ ＰＡＲＫ 国府津 

          代表者 公益財団法人自転車駐車場整備センター 

              理事長 石 井  喜 三 郎 

東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７号 

３ 指 定 期 間  令和４年１月１０日から令和７年３月３１日まで 

 

  令和 ３ 年１１月２６日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦 
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議案第９６号 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 施 設 の 名 称  小田原市総合文化体育館・小田原アリーナ、小田原テニスガーデ

ン、城山陸上競技場及び小峰庭球場 

２ 指 定 管 理 者  小田原スポーツ・文化運営企業体 

          代表者 株式会社スポーツプラザ報徳 

              代表取締役 安 藤 博 二 

              小田原市堀之内４５８番地 

３ 指 定 期 間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

  令和 ３ 年１１月２６日提出 

 

小田原市長 守  屋  輝  彦 

 


